
標準仕様書改正対応表（固定資産税）

機能要件 帳票要件
印字項目・

諸元表

帳票レイア

ウト

業務フロー

ツリー図
報告区分 ご確認事項 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細 区分 詳細

X

令和６年度税制改正対応による標準仕様書の変更はなし

0 0 0

X

該当する変更要件はなし

0 0 0

3

一部の地方団体より頂戴した以下の意見より、表記を修正すべ

きか検討しております。

「機能ID：0120237上の表記を例示含めて統一して欲しい」

右記の変更前後のとおりに修正することを検討しております。

○ ●

機能ID:0120237 送付先表記の軽微な修正 送付先が設定されている場合、宛先を「［送付先氏名］様方(［納税義務者氏

名様］分)」として印字できること。

（例）「送付先氏名：山田太郎」、「納税義務者：山田一郎」の場合、宛先

の印字は次のとおりとなる。「山田太郎　様（山田一郎　様分）」

送付先が設定されている場合、宛先を「［送付先氏名］様方(［納税義務者氏

名様］分)」として印字できること。

（例）「送付先氏名：山田太郎」、「納税義務者：山田一郎」の場合、宛先

の印字は次のとおりとなる。「山田太郎　様方（山田一郎　様分）」

質問

①記載例の修正、賛否をご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

③【ベンダーのみ回答】

本要件が成案となった場合、適合基準日はいつ頃であれば開発可能かご回答下さい。

賛成

①賛成

③令和8年4月1日

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 ①反対

②例の方に表記を合わせ、山田太郎

様（山田一郎　様分）」としていただ

きたいため。

③－

賛成 賛成

①賛成

賛成 その他 照会内容について回答する立場にありません。 賛成 異論はございません。

10 1 1

事業者側からのご意見を踏まえ、「様」「様方」どちらの実装とするかは事業

者の判断に委ねる方針といたします。

■改定案（変更箇所赤字・見え消し）

本文：

送付先が設定されている場合、宛先を「［送付先氏名］様方(［納税義務者氏名

様］分)」として印字できること。

（例）「送付先氏名：山田太郎」、「納税義務者：山田一郎」の場合、宛先の

印字は次のとおりとなる。「山田太郎　様（山田一郎　様分）」

備考欄：

「様」について、以下のどちらかとするかについては、事業者のパッケージに

委ねることとする。

「［送付先氏名］様(［納税義務者氏名様］分)」

「［送付先氏名］様方(［納税義務者氏名様］分)」

4

一部の地方団体より頂戴した以下の意見より、データ項目を追

加すべきか検討致します。

「機能ID：0120147にて、「償却資産課税台帳についてはコピー

の対象外とするか選択できること」とされているが、次年度の

課税台帳を作成対象外とする管理項目が定義されていないた

め、本機能要件は実現できないのではないか」
○ ● 機能ID：0120294

「次年度課税台帳作成対象外フラグ」の追加を

検討

該当項目なし 標準仕様書としての修正はなし

基本データリストに本機能要件を実現するためのデータ項目とし

て、「次年度課税台帳作成対象外フラグ」を新規に定義する。該当

フラグが設定されている資産について、一律課税台帳作成対象外と

する。

想定する実現機能

「廃業や資産譲渡等により申告すべ

き資産を所有しなくなった事業者に

係る償却資産台帳についてはコピー

の対象外とするか選択できるこ

と。」
質問

①「次年度課税台帳作成対象外フラグ」の追加について、賛否をご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

③【ベンダーのみ回答】

既に同等の項目を要件化している場合は該当する項目及び仕様含めその旨ご回答くださ

い。

④【ベンダーのみ回答】

本要件が成案となった場合、適合基準日はいつ頃であれば開発可能かご回答下さい。

反対

①「次年度課税台帳作成対象外フラグ」の追加は不要と考えています。

②廃業については、廃業した義務者かの判別がつけば、翌年度もデータを

引き継ぐかは判定可能です。また、譲渡で該当納税義務者の資産がなくな

れば、翌年度にコピーする資産の情報自体存在しない認識です。新たな管

理項目を設ければそれだけ設定誤りのリスクも増えることから、他の項目

で要件を充足できるのであれば項目追加は不要と考えています。

③「削除フラグ」が「削除済」であれば、翌年度のコピー対象外としてい

ます。また、「廃業等管理区分」の設定で廃止であればコピー対象外とし

ています。

④標準化対応期限までの対応はできません。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 その他 ①その他

②どちらの結果となっても支障等ござ

いません。

③－

④－

その他

「次年度課税台帳作成対象外フラグ」を追加すること自体は賛

成です。しかし、「要件（変更後）」では、資産についてフラ

グを設定するとなっているので、資産を所有しない事業者が対

応できないのではないでしょうか。本来の目的の資産を所有し

なくなった事業者のコピーを個別に取りやめるという処理が出

来るようにするためには、資産ではなく、事業者にフラグ設定

を出来るようにした方が良いように感じました。

賛成

①賛成

賛成 その他 照会内容について回答する立場にありません。 その他 追加が必要な場合には、当庁において対応させていただきま

すが、データ項目の新規追加になることから、開発スケ

ジュールに影響が生じるような内容ではないかという観点

で、ベンダーの皆様にご確認をいただきたいです。

一例ではございますが、償却申告情報グループの「廃業等管

理区分」をキーとして、次年度の課税台帳を作成対象外する

か否かを判別することも可能かと思料いたします。

7 1 4

一部の事業者、省庁からのご意見を踏まえ、標準オプション機能として追加す

る方針といたします。これにより、「償却資産課税台帳についてはコピーの対

象外とするか選択できること」の機能を実現するために、「次年度課税台帳作

成対象外フラグ」が必要な事業者は実装することができるようになり、不要な

事業者は実装しなくてもよいこととします

5

法改正により、記載を修正致します（税務共通との記載を合わ

せるため）。

○ ●

機能ID：0120302 機能要件上の修正 ・償却資産申告書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、

住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（相続人代表

者、相続財産管理人、清算人、管財人、納税承継人、破産管財人、

相続人・包括受遺者、納税管理人、法定代理人、成年後見人、保佐

人、補助人、その他、納税義務者、担当税理士、担当支社）

・償却資産申告書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、

住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（相続人代表

者、相続財産清算人、清算人、管財人、納税承継人、破産管財人、

相続人・包括受遺者、納税管理人、法定代理人、成年後見人、保佐

人、補助人、その他、納税義務者、担当税理士、担当支社）

報告

0 0 0

6

市町村や事業者からの意見により事務局で検討した結果、修正

いたします。 ○ ●

機能ID：0120321 機能要件上の修正 賦課状況照会画面において、同一納税義務者で複数の納税義務者番

号を保持している場合で、関連付けを行っている（機能ID：

0120258）納税義務者番号において検索できること。

賦課状況照会画面において、同一納税義務者で複数の納税義務者番

号を保持している場合で、関連付けを行っている（機能ID：

0120258 0120201）納税義務者番号において検索できること。

報告

0 0 0

7

一部の地方団体より頂戴した以下の意見より、機能要件を修正

すべきか検討致します。

「制度上、記載の項目だけでなく、適用を受ける割合を管理す

る必要があるのではないか。」

※関係法令

・地方税法第348条第２項第１０号の７

・地方税法施行令第49条の15第2項第4号

・地方税法施行規則第10条の7の3第6項第3号

○ ● 機能ID：0120324

「・一品ごとの適用する非課税類型、適用開始

年度、適用終了年度」に、「適用を受ける割

合」を追加する

一品ごとの適用する非課税類型、適用開始年度、適用終了年度 一品ごとの適用する非課税類型、適用開始年度、適用終了年度、適

用を受ける割合

制度上、必要なデータ項目と理解し

ております。

質問

①「適用を受ける割合」の追加について、賛否をご回答ください。

②反対の場合、その理由をご回答ください。

③【ベンダーのみ回答】

本要件が成案となった場合、適合基準日はいつ頃であれば開発可能かご回答下さい。

①賛成。備考に記載のとおり、制度上必要な項目かと思います。

③概要調書や課税計算などシステムの根幹にかかわる改修になるため、標

準化対応期限内の対応は難しいと考えます。

賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 ①一品ごとに非課税適用割合を設定可

能とする要件追加であると理解してお

ります。

②－

③－

賛成

減免についても同様に「適用を受ける割合」が設定できると良

いと思います。

賛成

①賛成

賛成 その他 償却資産課税台帳へ記録するために、申告様式への追加等の改訂となるのであれ

ば、当機構への影響として、eLTAX（PCdesk）の改修が必要となる認識です。

様式改訂の時期に合わせて改修スケジュールを組ませていただきますので、改定時

期が決まり次第情報提供をお願いします。

その他 当庁の認識が誤っていましたら申し訳ございません。地方税

第348条で規定されているのは非課税対象であり、参考法令

で列挙されているものは、その対象（上から社福、政令・総

務省令で規定された団体）であるものという認識です。

不勉強で大変恐縮ですが、適用を受ける割合が必要な理由を

ご教示いただけますと幸いです。

また、適用を受ける割合について管理項目に追加されるので

あれば、機能要件0120308への修正が良いかと考えますが、

こちらも併せてご確認ください。

9 0 2

一部の事業者から令和7年度末までの対応が困難とのご意見をいただきましたの

で、適合基準日を「適合基準日:2027/4/1」としたうえで、反映いたします。

12 一部の地方団体より頂戴した以下の意見より、データ項目の追

加に伴う意見をいただけますでしょうか。

「パッケージベンダ又は地方税共同機構は、上記事業種目を基

にパッケージ又はeLTAXの設計を行えば、納税者⇔地方団体の

データ連携が円滑化する。」

※本件は2023年7月にお伺いしたものです。

○ ● ● ● 帳票ID：0120011

帳票ID：0120012

帳票ID：0120013

帳票ID：0120021

償却資産台帳にて新たに事業種目をデータ項目

で管理し、償却資産申告書に記載の項目をより

自動で取り込めるよう要件化する。

※補足資料４　償却資産申告書-事業種目右欄

にコードを記載する項目を設ける予定です。

※種目は国税庁の規定に準じる予定です。

該当項目なし ・事業種目コード

※機能ID:0120324の枝番２に設ける

コードの詳細はデジタル庁にて検討

頂く想定です。

例

基本データリスト

データID：00805等　事業種目種別

データ型：X

桁数等：後日検討

質問 ①前回検討会、賛成多数で本機能要件の成案を目指しております。本機能要件実装に伴う

懸念点があれば、改めてご教示ください。

【参考】

前回検討会質問事項：

帳票レイアウト上の6「事業種目」に「国税（所得税及び法人税確定申告書）」より事業種

目を記載いただく様式にて検討しております。ご意見があればお聞かせください。

検討会実施後事務局方針：

国税（所得税及び法人税確定申告書）の事業種一覧を凡例に基本データリスト上のデータ

項目ID：012-00805　「事業種目名称」のコードに該当する項目を新たに設け、システム

上はコードを用いた管理を可能とします。

その他 これまで名称の管理による弊害は起きていません。また、以下1)2)3)の懸

念も考えられることから、敢えてコード化する必要はないと考えていま

す。

1)既に名称登録されているデータを、コード値に変換する作業が必要とな

るため、設定なし（空欄）を認めていただく必要があります。なお、不動

産番号同様、標準化対応後に登録したものからとしていただきたい。

2)コード値が増えた場合、都度プログラム修正が必要となる

3)コード指定が必要になるため、申告書（紙）の改定時期、電子申告の対

応時期を考慮する必要があるため、標準化対応期限内の対応は難しいと考

えます。

賛成 賛成 事業者のエルタックス申告時や事業種目

データの取込み時、事業種目が空欄だっ

たり年度によって替わっていたりしても

エラーにならないようにしてほしい。自

身の事業種目がよくわかっておらず、エ

ルタックス申告時に戸惑う事業者は珍し

くないため。

賛成 懸念点は

思い当た

りませ

ん。

賛成 懸念点無し賛成 賛成 ①要件化について、懸念は特段ござい

ません。要件化後、eLTAX側も本件を

考慮した仕様変更が必要になると思料

いたします。eLTAX側と各団体基幹シ

ステム側とで共通のコードテーブルを

持っておき、eLTAX側のデータをその

まま各団体側に取り込める環境の構築

が必要であると考えます。

特にないです。 賛成 特に太陽光設備を設置している事

業者など複数の事業種目にまた

がっている納税義務者が多く、

コード管理では特定の業種を抜き

出す際に漏れが生じる可能性があ

る。

賛成 その他 「名称」が実装必須項目、「コード」が標準オプション項目とされていますが、

eLTAX（PCdesk）で実現する場合、コードを選択することにより名称が自動的に反

映されることになろうかと思われますので、名称を自由入力することができなくな

る可能性があります。

また、コードの種類が多数に及ぶ場合、プルダウン形式で選択させると逆に利便性

が低下する恐れがあるかと思われます。

なお、申告様式への追加等の改訂となる場合、当機構への影響として、eLTAX

（PCdesk）の改修が必要となる認識です。

様式改訂の時期に合わせて改修スケジュールを組ませていただきますので、改定時

期が決まり次第情報提供をお願いします。

その他 コード管理の方針に異論はありません。他方、従前のデータ

を文字列で保持している自治体などは、過去データをコード

に変換することが困難な可能性がございます。そのため、標

準化後のデータに限るなど一定の配慮が必要かと思料いたし

ます。

なお、当該要件の適合基準日については、事業者に対応可否

等丁寧にご確認いただけますと幸いです。

8 0 3 事務局方針のとおりとする。

13

一部の地方団体より頂戴した以下の要望より、新規に帳票を定

義します。

「現行の運用及び費用の観点からはがき（A4縦）と併せてはが

き(A4横）をオプション帳票として定義してほしい」

○ ● 帳票ID：0120028

償却申告案内の用紙サイズ修正 【用紙サイズ】

A4縦

【用紙サイズ】

A4縦もしくは横

報告

0 0 0

14

一部の地方団体より頂戴した以下の要望より、新規に帳票を定

義します。

「現行の運用及び費用の観点からはがき（3面）と併せてはがき

（2面）をオプション帳票として定義してほしい」 ○ ● 帳票ID：0120028

償却申告案内の2面はがきを新たに定義 該当の帳票なし 新規に以下の帳票を定義

帳票名称：償却申告案内（汎用紙）※賦課期日前の申告案内

実装区分：標準オプション帳票

用紙サイズ（外部帳票）：２面

※印字項目としては、帳票項番29「償却申告案内（はがき） 賦課期日前の申

告案内」のうち、備考欄を削除したものを想定しております。

標準仕様書2.1版改定時、本来追加す

るはずだった帳票となります。

報告

0 0 0

15

一部の事業者より頂戴した以下の意見より、他帳票と平仄を併

せます。

「納税通知書と一体となるべき本帳票について、納税通知書に

おけるソートや抽出条件と異なる定義となっているため、整合

性の観点から要件を緩和してほしい。」

ー記ー

「郵便局の集配局、旧市町村や納付方法（一般・口座）等ごと

に納税通知書の発行件数が集計され記載されている。」

○ ●

帳票ID：0120071 帳票要件における「帳票概要（帳票の用途）」

の修正

【帳票概要】

納税通知書の発行件数を確認するための帳票。

指定した任意の期間内に発行した納税通知書について、郵便局の集

配局、旧市町村や納付方法（一般・口座）等ごとに納税通知書の発

行件数が集計され記載されている。

【主な出力条件】

・対象となる年度を指定する。

・集計の対象となる時点を指定する。

・対象となる旧市町村を指定できること。

【帳票概要】

納税通知書の出力件数が集計され記載されている帳票

【主な出力条件】

＜実装必須出力条件＞

・対象となる年度を指定する。

・集計の対象となる時点を指定する。

＜標準オプション出力条件＞

･郵便局の集配局を指定する。

･納付方法（一般･口座）を指定する。

･旧市町村を指定する。

報告

0 0 0

21

市町村や事業者からの意見により事務局で検討した結果、修正

いたします。

○ ●

帳票ID：0120062

帳票ID：0120063

帳票ID：0120064

帳票ID：0120065

帳票ID：0120066

帳票ID：0120067

No：23,24,25

不要項目の削除

【大分類】納税義務者情報

【中分類】納税通知書等送付先情報

【小分類】送付先の郵便番号、送付先の住所又は所在地、送付先の

氏名又は名称

該当項目を削除 No19~21と重複しているため 報告

0 0 0

30

事務局にて確認した結果、誤植があったため修正致します。

○ ●

帳票ID：0120011

帳票ID：0120012

帳票ID：0120013

帳票ID：0120021

レイアウト上の項目名称誤記修正

転出・廃業・解散・その他（　　　　　　年　　　　月

日）

転出・廃業・解散・その他（　　　　　）　（令和　　年　　月

日）

報告

0 0 0

31

法律の施行に伴い、一部記載を修正いたしました。

○ ●

機能ID：0120002

機能ID：0120081

機能ID：0120250

機能ID：0120251

機能ID：0120302

備考書削除 【備考】

・「DV被害者等の「住所に代わる事項」」については、民法等の

一部を改正する法律（令和3年法律第24号）附則第1条第2号に規定

する日から施行される。　等

　

法律の施行に伴い、記載を削除 民法等の一部を改正する法律（令和

３年法律第24号）附則第1条第２号

については、令和６年４月１日に施

行されたため
報告 0 0 0

32

法律の施行に伴い、一部記載を修正いたしました。

○ ●

機能ID：0120245 備考書削除 【備考】

本機能は、令和6年3月1日又は戸籍法の一部を改正する法律（令和

元年法律第17号）附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日のいずれ

か遅い日に施行される。

法律の施行に伴い、記載を削除 戸籍法の一部を改正する法律（令和

元年法律第17号）附則第1条第5号に

掲げる規定が令和６年３月１日に施

行されたため

報告 0 0 0

省庁Ｍ

賛成 反対 その他 事務局方針

Ｈ市 I市 J市 K市 団体LC市 D市 E市 F市 G市

改正・要望内容

A市 B市
標準仕様書

への反映

仕様書分類

１．税制改正による標準仕様書見直し

２．地方税法以外の法令・制度・システム等の改正による標準仕様書見直し

３．地方団体からの要望等による標準仕様書見直し

要件No 要件名 要件（変更前） 要件（変更後）
標準仕様書見直

し不要の理由
備考

#

改正・要望内容 標準仕様書改定内容
（団体名）ご意見

改正年度 施行日 分類


